
 

 

 

 

 

日頃の備え（地域を知ること、情報・備蓄品を備える） 

 ◎安否確認シートを作成し自治会に提出しておく。 

   毎年、自治会から照会のある“安否確認・避難支援登録シート”に家族の状況を記す。 

    （＊非常時の家族の連絡先や身体状況など支援を必要とする情報を記入する。） 

 ◎地域の避難場所や危険場所を観察しておく。 

   各家庭において、毎年、自治会で組織する自主防災組織の体制を確認するとともに、

各組集合場所及び一時立寄り所までの避難経路を熟知しておく。 

     （＊地域のイベントや集会などを通して、地域の安全に役立つ情報を取得しておく。） 

 ◎伊賀市防災・情報アプリ（ハザードン）を登録しておく。  

   伊賀市防災・情報アプリは緊急災害情報に加え気象情報、地震情報、土砂災害情報  

   火災情報、行政情報のほか壬生野地域まちづくり協議会や各自治会からの情報など 

が取得できます。（＊ハザードンの登録方法は市から各戸配布済みです。） 

 ◎災害に備えておくこと。 

    
 

 災害が発生したら（あなたの避難行動を考えましょう） 

（避難のタイミング） 

                               
 

 

 

 

 

 

 

壬生野地域防災マニュアル 
VOL.１【避難編】 

●備蓄品や非常持ち出し品を準備しておく。 

 食料品、衣類、感染対策品、日用品・簡易トイレや安全対策など

の生活必需品を用意しておく。 

●各家庭で最低 3日間（出来れば 1週間）過ごせるよう、飲料水

（1人 1日 3ℓ）や食料等を備蓄しておく。 

●大型家具などを固定して、屋内スペースの安全をキープする。 

 

警戒レベル １  

災害への心構えを高めましょう 

警戒レベル ２ 

避難に備え、ハザードマップ等により自らの 

避難行動を確認しましょう。 

 

 
警戒レベル ３ 高齢者等避難 

避難に時間を要する人（高齢の方、障害のある方、乳幼児等）とその支援者は 

避難を開始しましょう。その他の人は、避難の準備を整えましょう。 

警戒レベル ４ 避 難 指 示 

  速やかに避難先へ避難しましょう。避難先までの移動が危険と思われる場合は、 

近くの安全な場所や自宅内の安全な場所に避難しましょう。 

警戒レベル ５ 緊急安全確保 

   既に災害が発生している状況です。命を守るための最善の行動をとりましょう。 



自治会での災害対策（住民の避難支援準備） 

  ◎一時立寄り所の役割 ＜自主防災組織（区長・民生委員を含む）＞ 

      

 

 

    
 

災害対策本部会議（地域全体での受入れ準備） 

（組織の構成） 

     壬生野地域まちづくり協議会役員（区長を含む）・消防団幹部・壬生野小学校長 

     市との連絡調整・・・地区市民センター配備職員（市の配備基準により配置） 

       ＊壬生野地域各自主防災組織（区長・民生委員を含む）及び消防団と連携 

  （協議内容） 

    ①被害状況の取りまとめ（救援・救助の要請、倒壊家屋・インフラ復旧の要請） 

②避難所の開設・受入れ（開設準備・受入れ開始時刻・受入れ方法） 

③救援物資等の要請（避難所運営物資・食料など） 

拠点避難所の開設 

  ◎拠点避難所運営本部の設置 

   本部長…まち協会長 副本部長…壬生野小学校長・まち協副会長 

   事務局長…まち協地域安全部会長 各班長…まち協副会長・各自主防からの派遣者 

                        
 

                          

名 前   

住 所   

連絡先   

年 齢   性 別 男・女・他 

自治会名   
 

特記事項（病歴・アレルギー・薬など） 

  

  

  

住居可否 可・全壊・半壊・一部損壊・床上浸水・床下浸水 

ライフライン

ンン 

断水 ・ 停電 ・ ガス停止 
 

・自治会内の被災状況を取りまとめる。 

道路・河川・橋梁などの土木施設。 

ため池・排水路・用水路・農地などの農業用施設。 

住宅・倉庫などの建築施設。 

 

・避難支援登録者の避難場所を選定する。 

自宅避難が可能な状態か？ 

一時立寄り所での避難が可能か？ 

災害対策本部に拠点避難所の開設を要望するか？ 

・避難所への住民の輸送方法を考える。 

   自力で避難が可能な世帯の輸送方法を考えておく。 

移送に支援を要する世帯の輸送方法を考えておく。 

る世帯 

 

 

 

避

難所への住民の移送 

       自力で避難が可能な世帯、移送に支援を要

する世帯 

◎拠点避難所での受付 （避難者カードの活用） 

      ①一次受付…感染状況・健康状態のチェック 

      ②二次受付…自治会別に受付（居場所確認） 

＊避難所には避難者カードをお持ちください。 

・住民の安全を確認する（安否確認シートに記載の方の居場所を特定する） 

  自治会内で安否確認を行います。（避難支援は必要か？） 

 

避難者カード 



 


